
 再生可能エネルギー等導入推進基金
　県では、平成25年度に国の補助金を受けて造成した「群馬県再生可能エネルギー等導入推進基金」を活用
して、避難所や防災拠点となりうる公共施設に再生可能エネルギー発電設備及び蓄電池を導入し、地震や台
風等による大規模な災害に備えるとともに、二酸化炭素の排出削減に取り組んでいます。
　平成26年度の導入実績（平成25年度事業開始箇所含む）については、表1－2－1のとおりです。

 群馬県地球温暖化対策実行計画の改定
　地球温暖化問題は、日々の暮らしや事業活動における大量のエネルギー消費が主な原因となっており、一
国や一地域の対策で解決できるものではない世界共通の問題です。
　県としても、温室効果ガスの削減を目指すために、この問題にしっかりと向き合い、地域でできる取組を
着実に前に進めていくことが必要です。
　県では、これまで平成22年度に策定した「群馬県地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガス削減
の取組を進めてきました。
　しかし、平成23年３月の東日本大震災の発生により、エネルギー情勢が大きく変化するなど計画との乖離
が生じてきたことから、震災後の県民意識や社会情勢等を踏まえ、平成27年３月に「群馬県地球温暖化対策
実行計画」の改定を行いました。
　本計画では、本県が目指すべき将来の姿を「豊かな低炭素社会」とし、その実現に向けた道筋を明確に示
しています。そして、その通過点として、平成32年度までの具体的な目標と取組を設定しています。（詳細
については、P18を参照してください）
　県民、事業者、市町村並びに関係団体との連携・協働のもとそれぞれの取組を着実に推進し、「豊かな低炭
素社会」の実現を目指します。

平成26年度に取り組んだ主な事業

第 章 地球温暖化の防止

表1－2－1　平成26年度導入実績

箇　所　数
太陽光発電 蓄　電　池

導入箇所数 合計出力 導入箇所数 合計容量

県有施設 0 0 0kW 0 0kWh

市町村有施設 17 16 296.2kW 17 350.2kWh

合　　計 17 16 296.2kW 17 350.2kWh

第１部　環境の世紀の実現に向けて
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 ぐんま緑の県民基金事業
　平成26年度は、「ぐんま緑の県民税」を活用し、奥山などの生産条件が不利な森林を整備する「水源地域等
の森林整備」を401ha（表1－2－2）、地域の課題に取り組む「市町村提案型事業」については、県内29市
町村にて、93の事業を実施し（表1－2－3）、県民の安全・安心な生活環境の保全に取り組みました。

第 章 生物多様性の保全

全体計画（ha）
H26年度（見込）

計画（ha） 見込（ha） 事業量（千円）

条件不利地森林整備

事業区域調査委託

3,500

970 1,219

215,374実施調査委託 970 480

森林整備の実施 360 296

水源林機能増進

事業区域調査委託

500

150 401

62,122実施調査委託 150 136

森林整備の実施 50 93

松くい虫被害地の再生

事業区域調査委託

200

50 174

20,942実施調査委託 50 37

森林整備の実施 10 12

合　　　計 4,200

1,170 1,794

298,4381,170 653

420 401

区　　分

実施状況

事業量
市町村数 事業数

補助金額

（千円）

荒廃した里山・平地林の整備 24 63 139,572

整備面積（　）は繰越

森林19ha（29ha）

竹林  8ha（29ha）

管理  5ha

貴重な自然環境の保護・保全 6 7 2,022
保護保全する動植物の種類

植物3種、昆虫2種

森林環境教育・普及啓発 11 15 4,123
15事業（自然観察会、森林整備体験等）

参加人数2,151名

森林の公有林化 3 3 14,321
購入面積

水源林11ha、平地林0.4ha

独自提案事業 4 5 4,344
森林整備面積

森林5ha、竹林3ha

合　　　計 29 93 164,382

表1－2－2　ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業　実施状況（平成27年３月末時点　※繰越を含む）

表1－2－3　ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業　実施状況（平成27年3月末時点　※繰越を含む）
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 群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例の制定等
　「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」は巻頭の特集で記載したとおり、平成26年12月に制定
するとともに一部を施行しました。
　その後、当該条例の手続き方法を定める同条例施行規則を平成27年２月に制定するとともに、同年３月に
は同条例第９条第１項に基づく群馬県県内希少野生動植物種保護基本方針を策定しました。
　この基本方針は、県内希少野生動植物種の保護を図るために、次の事項を定めています。

第１　県内希少野生動植物種の保護に関する基本構想
第２　特定県内希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
第３　特定県内希少野生動植物種の個体等の取扱いに関する基本的な事項
第４　特定県内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保全に関する基本的な事項
第５　保護管理事業に関する基本的な事項
第６　その他の県内希少野生動植物種の保護に関する重要な事項

　なお、当該条例の概要については、巻頭の特集をご覧下さい。

 アスベスト飛散防止対策の強化
　平成25年６月に「大気汚染防止法」が改正され、
平成26年６月から施行されました。この改正では、
建物解体におけるアスベストの環境中への飛散防
止対策の更なる強化を目的としており、届出義務
者の変更、アスベスト使用の有無についての事前
調査の義務化、都道府県知事等による立入調査権
限が強化されました。
　改正法の施行に伴い、県では、説明会の開催や
関係団体主催の集会での講演、チラシの配布など
により周知を図るとともに、強化された立入調査
権限による工事現場の監視・指導を行いました。
　今後も、引き続き改正法の周知に努め、適切な
作業が行われるよう必要な指導・支援等を行って
いきます。（図1－2－1）

第 章 生活環境の保全と創造

図1－2－1　大気汚染防止法によるアスベスト飛散防止の手順

第１部　環境の世紀の実現に向けて
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 ３Ｒの推進
　県内で発生するごみの処理等の状況をみると、1人１日当たりのごみ排出量及びリサイクル率ともに他の
都道府県と比較すると低位にあります（下図参照）。ごみを減らし資源を有効活用する循環型社会の実現のた
めに、県では「ぐんま３Ｒ推進会議」を設置して、市町村や関係団体と連携協力して、ごみの発生抑制やリ
ユース、リサイクルを推進する施策に取り組んでいます。
　平成26年度は、生ごみの減量、古着・古布類の再資源化の推進に向けた、市町村、関係団体と連携した事
業に取り組みました。
　また、「みんなのごみ減量フォーラム」を群馬県環境アドバイザー連絡協議会との共催により開催し、今年
度のテーマに「生ごみの減量」を掲げ、講演会、生ごみの減量等に積極的に取り組む団体等の事例発表、意
見交換等を行い、関係者の協働による３Rの推進に取り組みました。

第 章 持続可能な循環型社会づくり

1,084
1,069

※データの出典：「平成25年度一般廃棄物処理実態調査」（環境省）

※「排出量」は、1人1日当たりのごみ排出量で生活系ごみと事業系ごみを含む。

図1－2－2　各都道府県におけるリサイクル率 図1－2－3　各都道府県におけるごみ排出量
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 緑の少年団の活動とフォレストリースクール
　「緑の少年団」では森林に親しむ機会を通じて、子どもたちが緑や自然を愛する健康で心豊かな人間に育つ
ことを目的に331団、59,659名の団員（表1－2－4）が、学校林の整備や森林での学習活動、地域での社会
奉仕やレクリエーションなど、さまざまな活動を行っています。
　また、小、中学校の授業に緑のインタープリター等の専門講師を派遣する「小・中学生のためのフォレス
トリースクール」では、近隣の里山や学校林の自然観察や林業体験、校庭の木々を生かしたネイチャーゲー
ムやクラフト体験を行い、森林や緑化の重要性、森林保全や環境保護への意識啓発を行っています。平成26
年度は37校（全55回、生徒数2,585名）で実施しました。（表1－2－5）

第 章 全ての主体が参加する環境保全の取り組み

団数 団員数

平成26年度 331団 59,659名

実施校数 実施回数 生徒数

平成22年度 19校 29回 1,232名

平成23年度 16校 24回 1,314名

平成24年度 26校 36回 1,995名

平成25年度 36校 55回 2,809名

平成26年度 37校 55回 2,585名

表1－2－4　緑の少年団

表1－2－5　小・中学生のためのフォレストリースクール

第１部　環境の世紀の実現に向けて
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